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序     文 

 

 日本国政府は、スリランカ民主社会主義共和国の要請に基づき、「野菜生産性向上のための人材

育成及び施設整備プロジェクト」に係る協力準備調査を行うことを決定しました。 

 これを受けて、独立行政法人国際協力機構は、平成 22 年 3 月 7 日から同年 3 月 24 日まで協力

準備調査団を現地に派遣しました。 

 同調査団は、スリランカ民主社会主義共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実

施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、今後関係者の参考資料として活用されるとともに、両国の友好親善の一層の発

展に役立つことを願うものです。 

 終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝申し上げます。 

 

平成 23 年 4 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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写   真 

 

Dambulla の野菜卸売市場。Dambulla 地

区周辺、及びジャフナなど北東部から

も野菜が集まり、ここで中卸業者に売

却され、コロンボなど大消費地へ向か

う。国道 A9 号線が開通し、北東部への

アクセスが改善したことにより、野菜

の流通も盛んになっていることが感じ

られる。 

Ambepussa 種子生産農場。ナスの種子

をとっている様子。同農場では、原種

といわれる増殖する種子のもとになる

種を生産・採種している。また、販売

するために政府により認証された種子

の絶対量が足りないため、同農場でも

原種を増殖することもあわせて行って

いる。 

Kundasale 種子生産農場。採種用トマト

を生産している様子。このトマトの種

子を取り出し、増殖用の原種として民

間業者に販売し、民間業者は農家と契

約し、種子を増殖する。 

 



Kundasale 種子生産農場の副農場長。

2005 年に半年間、国別研修「野菜種子

生産コース」（JICA つくば）に参加。ス

リランカ側には 5 年間の同研修を通し

て、34 名の研修参加者 OB（帰国研修員）

がおり、この帰国研修員のネットワー

クの有効活用がプロジェクト運営の鍵

となる。 

Kandy にある政府直轄の野菜種子販売

所。 

野菜種子のパッケージ。このような小

さな袋に小分けされたものを販売した

り、地方の種子販売所に対しては 10kg
はある大きな袋でも販売している。 

 
 
 



CIC Agri Business というスリランカの

民間で最大手の種子生産・販売業者。

1996年の Seed Policy、2003年の Seed Act 
では、原原種は政府が作るが、原種の

生産、標準種子（販売用種子）の生産

は民間業者に移行することを明文化し

ている。現時点では、民間業者はヨー

ロッパ、日本、インド、タイなどから

の輸入種子の販売、販売種子の生産も

行っているが、認証種子の絶対量が足

りておらず、また、民間の生産・技術

力にも問題があるため、官民の連携が

不可欠となっている。 

Ambepussa の野菜生産農家。トマト、

キュウリ、ヘビウリなどを生産。 

 

Kundasale 種子生産農場。生産農場は、

乾期には水が不足しているため、新し

いため池などの増設を計画し、種子生

産を向上させようとしている。 
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用語             用語の説明
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Standard Seed     ：標準種子（農家が栽培に用いる種子）

ヤラ作    ：南西モンスーン期の作期（5～9 月ごろ）

マハ作       ：北東モンスーン期の作期（11～3 月ごろ）



第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

 スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」）における野菜栽培は、生産に必要な種

子が国内生産及び輸入により供給されている。しかし、優良種子は不足しており、2003 年に施行

された種子法（Seed Act）による認証種子は野菜種子需要の 20％を満たしているにすぎず、農家

は品質の悪い種子を使用している。このため、生産性が低く生産コストが高くなっている。 
したがって、農家の野菜生産性を向上させるためには、良質な認証種子の供給率を向上させる

ことが必要であり、そのためには原種や認証種子の生産及び認証技術の向上が重要である。 
かかる状況を踏まえ、スリランカ政府は、野菜生産性向上のための人材育成及び施設整備プロ

ジェクトの要請を行った。しかしながら、民間による種子生産状況や認証制度等の政府による行

政サービスの現状等の不足情報が多く、案件が採択されていない。 
 

１－２ 調査の目的 

 本調査は、2008 年 8 月にスリランカ政府から提出された要請内容を基に、農業開発・農民サー

ビス省（MOAD&AS。2010 年 4 月、農業省へ改組）農業局（DOA）及び管轄する研究機関（種苗

開発センター：SPMDC、種子認証・植物防疫センター：SCPPC、園芸作物研究開発研究所：HORDI）、
民間（農民、種子生産農家、企業）からの情報収集分析を行い、ニーズ、問題点の確認を行うと

ともに、要請内容を再検討し、実施可能性を検討することを目的として実施されるものである。 
 

１－３ 団員構成 

 担当分野 氏 名 所 属 

1 総  括 萩原 知 JICA 農村開発部 次長 

2 野菜生産 高橋 順二 JICA 国際協力専門員 

3 協力計画 飯田 鉄二 JICA 南アジア部 南アジア第四課 調査役 

 
１－４ 調査日程 

日

順 
月日 曜 総括・協力計画 野菜生産 宿泊地

1 3月 7日 日  成田 → Changi 
Changi → Colombo 

Colombo

2 3月 8日 月  JICAスリランカ事務所打合せ 
移動（Colombo → Kandy） 

Kandy 

3 3月 9日 火  情報収集 Kandy 

4 3月10日 水 成田 → Changi 
Changi → Colombo 

情報収集 Kandy 
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5 3月11日 木 JICAスリランカ事務所との打合せ

農業開発・農民サービス省表敬 
農民サービスセンター（ASC）視察

Colombo市内での野菜種子販売所

視察 
種子認証サービス事務所（SCS） 
野菜種子生産組合訪問 

情報収集 Kandy 

6 3月12日 金 移動（Colombo → Ambepussa） 
Ambepussa種子農場視察 
Gampaha県野菜生産農家視察 
移動（Ambepussa → Colombo） 

情報収集 
移動（Kandy → Colombo） 

Colombo

7 3月13日 土 資料整理  Colombo

8 3月14日 日 移動（Colombo → Kandy）  Colombo

9 3月15日 月 種苗開発センター（SPMDC）聞き取り 
SCS聞き取り 
種子販売所視察 
農業局園芸作物研究開発研究所（HORDI）視察 
Kundasaleでの種子生産農場視察 

Kandy 

10 3月16日 火 Gannoruwaでの民間種子販売所視察 
植物遺伝資源センター（PGRC）聞き取り 
移動（Kandy → Anuradapura） 
 道中Gokarella, Melsiripura, Galewela, Dambulla, Pelweheraでの種子

販売所及び野菜小売市場視察 

Anurada-
pura 

11 3月17日 水 移動（Kandy → Maha Illuppallama） 
野菜種子農場視察 
SCS聞き取り 
政府種子生産請負農家視察 
移動（Maha Illuppallama → Kandy） 

Kandy 

12 3月18日 木 種子生産・販売業者（CIC Agri Business）事務所聞き取り・タマネ

ギ種子生産視察 
SPMDC及びSCSとの調査結果確認 

Kandy 

13 3月19日 金 農業開発・農民サービス省報告 
JICAスリランカ事務所報告 
在スリランカ日本大使館報告 

追加情報収集 Kandy 

14 3月20日 土 Colombo → Changi 
Changi → 成田 

追加情報収集 Kandy 

15 3月21日 日  追加情報収集 Kandy 

16 3月22日 月  追加情報収集 Kandy 
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17 3月23日 火  JICAスリランカ事務所報告 
在スリランカ日本大使館報告 

Colombo

18 3月24日 水  Colombo → Changi 
Changi → 成田 

 

 
１－５ 調査結果概要 

政府・民間の野菜種子生産・販売にかかわる機関及び農家への聞き取り・視察を通じ、政府及

び民間の種子関連機関の現状と課題、種子法（Seed Act）の現状と課題を確認し、野菜種子生産に

係る官民の役割と連携のあり方を検討した。 
 農業開発・農民サービス省（MOAD&AS）次官を含むスリランカ側関係者に対し、付属資料 1.
団長書簡にて調査結果の説明を行った。 
 
１－６ 当初要請の概要 

上位目標 野菜栽培のための認証種子とその利用が増加する 

案件目標 野菜認証種子の生産と販売が強化される 

成  果 
1. 種子生産の工程が標準化される 
2. 技術移転用資材が作成される 
3. 野菜種子生産、認証、販売にかかわる人材が研修を受ける 

活  動 

1. 種子生産・調整の圃場試験・実験を実施する 
2. 開発された技術が推奨される 
3. 推奨技術のマニュアル等の作成 
4. 野菜種子生産、認証、配布、販売にかかわる人材への研修 
5. 野菜ハイブリッド種子及び種子生産開発の促進 
6. 野菜種子生産、処理、配布に係るインフラ整備 
7. 野菜種子試験、認証にかかわる SCS のインフラ整備とマニュアル類の改定 
8. 種子法の実施 

投  入 
長期専門家 2 名 
インフラ整備 
現地活動費 ほか 

期  間 4 年間 
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第２章 野菜種子生産における現状と課題 
 
２－１ 野菜生産の現状 

スリランカにおける国民 1 人当たりの年間野菜消費量は、国連食糧農業機関（FAO）の統計で

34.8 kg（2005 年）とされている。これは、全世界平均の 119.5 kg やアジア各国の平均 93 kg に比

べて著しく少ない。この原因のひとつは、国内での野菜生産量が少ないことである。なお、野菜

の生産量が少ない原因としては、栽培技術、病虫害とともに、優良種子が使用されていないこと、

収穫後ロスが 20～46％と高いことも指摘されている。 
野菜の生産量に関しての最新の統計データとして、2002 年の統計（表２－１）を見ると、ナス、

オクラ、カボチャ、マメ類、トマトの順に栽培が多く、年間 5,000ha 以上作付けされている。次い

で、キャベツ、ニガウリ、ピーマン、ヘビウリ、ニンジン、ダイコン、キュウリも 2,400ha 以上の

作付けがなされている。生産量はその栽培面積にほぼ比例している。 
 

表２－１ 野菜の収穫面積と生産量（2001 年） 

作物名 

2001 ヤラ作 2001/02 マハ作 合 計 

収穫面積

（ha） 
生産量（t） 収穫面積

（ha） 
生産量（t） 収穫面積

（ha） 
生産量（t）

Bean 3,087 15,281 3,482 17,620 6,569 32,901

Beet  892 8,045 907 8,612 1,799 16,657

Bitter gourd 1,502 7,675 2,063 11,088 3,565 18,763

Brinjal 3,640 25,109 5,999 42,879 9,639 67,988

Cabbage 1,870 22,090 1,945 29,372 3,815 51,462

Capusicum 1,240 5,280 1,458 5,968 2,698 11,248

Carrot 1,335 15,954 1,299 13,402 2,634 29,356

Cucumber 941 7,312 1,459 11,322 2,400 18,634

Leek 775 11,180 840 12,256 1,615 23,436

Knol khol 810 8,372 808 7,655 1,618 16,027

Okra 2,775 14,261 3,860 21,733 6,635 35,994

Pumpkin 2,222 19,466 4,402 40,198 6,624 59,664

Radish 1,241 10,964 1,359 1,3160 2,600 24,124

Snake gourd 1,140 7,402 1,525 10,327 2,665 17,729

Tomato 2,396 19,555 2,708 19,146 5,104 38,701

出典：Agriculture Statistics 2002, Socio Economics and Planning Center. DOA 
 
２－２ 野菜種子生産の現状 

２－２－１ 野菜種子の生産量 
スリランカの野菜種子の生産は、DOA 傘下種苗開発センター（SPMDC）のもつ 15 の種子生

産農場で原種種子を生産し、その原種種子を使い民間業者が標準種子を生産・販売している。

原種種子の生産は、政府農場のみで行われ、2008/09 年マハ作及び 2009 年ヤラ作で合計 11 作物
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4,490.6 kg であった（表２－２）。しかしながら、原種種子も標準種子も需要を満たしておらず、

種子生産農場においては、原種種子生産のみならず、一部標準種子を生産し、政府関連販売所

で販売している。野菜栽培農民は、政府農場あるいは民間により生産された標準種子を購入し、

野菜の栽培を行う。しかしながら、種子販売所が近くにない、あるいは標準種子への信頼がな

いなどの理由で、農民自ら自家採種した種子を用いての栽培が多く行われている。 
 

表２－２ 種子生産農場における原種種子生産量（kg）（2009 年） 

作物名 2008/09 マハ作 2009 ヤラ作 合 計 

Amaranthus - 243.0 243.0

Bean 2,236.9 197.8 2,434.7

Bitter gourd 8.4 92.0 100.4

Brinjal 12.9 23.7 36.6

Bushitavo 62.2 222.1 284.3

Capsicum - 66.9 66.9

Okra 12.3 953.6 965.9

Snake gourd - 230.4 230.4

Spinach 24.1 - 24.1

Tomato 20.3 51.6 71.9

Mea 32.4 - 32.4

Total 2,409.5 2,081.1 4,490.6

出典：SPMDC, DOA 
 

また、表２－３のように政府農場主導による標準種子の生産は、16 作物について行われた。

15 作物は種子生産農場で、11 作物は種子農場が委託した契約栽培農家で行われた。アマランサ

ス、ヘビウリ、ホウレンソウ、トマトは、種子生産農場でのみ生産された。一方、マメはすべ

て契約農家での生産であった。すべての作物の採種量合計は、1 万 6,753.5 kg であるが、そのう

ち農場での採種量は全体の約 20％の 3,351.1 kg であり、残り約 80％は契約農家での生産で占め

ている。 
 

表２－３ 農業局による標準種子生産量（kg）（2009 年） 

 
作物名 

種子生産農場 契約農家  
合 計 2008/09 

マハ作 
2009 

ヤラ作 
計 2008/09 

マハ作 
2009 

ヤラ作

計 

Amaranthus 104.1 - 104.1 - - - 104.1

Bean - - - 10,468.0 - 10,468.0 10,468.0

Bitter gourd 490.2 - 490.2 86.7 367.2 453.9 944.1

Brinjal 30.4 27.5 57.9 98.5 - 98.5 156.4

Bushitavo 203.0 114.1 317.1 305.7 295.1 600.8 917.9

Capsicum 126.9 228.0 354.9 4.1 7.4 11.5 366.4
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Cucumber 150.0 15.0 165.0 3.0 138.3 141.3 306.3

Luffa 526.0 - 526.0 176.0 - 176 702

Okra 375.5 - 375.5 - - - 375.5

Pumpkin 28.8 - 28.8 13.8 - 13.8 42.6

Snake gourd - 234.0 234.0 - - - 234.0

Spinach - 27.5 27.5 - - - 27.5

Watermelon 59.9 13.9 73.8 - 58.5 58.5 132.3

Tomato 279.3 238.1 517.4 - - - 517.4

Winged bean 42.9 - 42.9 65.2 70.1 135.3 178.2

Mea 40.0 - 40.0 485.7 755.1 1,240.8 1,280.8

Total 2,457 898.1 3355.1 11,706.7 1,691.7 13,398.4 16,753.5

出典：SPMDC, DOA 
 
表２－４は、スリランカの民間種子生産業者で構成されるスリランカ種子生産者協会による

ものである。上述、政府主導による種子生産と対比するため、以下 2008/09 年マハ作と 2009 年

ヤラ作の種子生産量の合計と比較する。民間の種子生産量は、2008/09 年マハ作と 2009 年ヤラ

作合計で 16 作物、7 万 1,247 kg である。特に生産量の多いのは、オクラ、ナガマメ、ダイコン、

ヘビウリなどで 5,000 kg 以上生産している。しかしながら、アマランサス、ホウレンソウ、ピ

ーマンなどは 1,000 kg 以下である。なお、これらほとんどの種子は民間業者の契約農家により

生産されている。 
 

表２－４ スリランカ種子生産者協会会員による種子生産量(kg) 

作物名 
2008 

ヤラ作 
2008/09 
マハ作 

2008 年

合計 
2009 

ヤラ作 
2009/10 
マハ作 

2009年
合計 

2008/09 年マハ＋

2009 年ヤラ合計

Amaranthus 245 105 350 485 175 660 590

Bean 2,500 280 2,780 1,675 550 2,225 1,955

Bitter gourd 3,905 1,625 5,530 2,546 1,450 3,996 4,171

Brinjal 1,825 985 2,810 3,795 1,200 4,995 4,780

Bushita BS1 4,725 1,725 6,450 2,500 1,925 4,425 4,225

Capsicum 385 165 550 795 310 1,105 960

Cucumber 1,925 365 2,290 2,925 660 3,585 3,290

Luffa 880 320 1,200 1,356 378 1,734 1,676

Okra 19,872 1,920 21,792 19,885 5,500 25,385 21,805

Pumpkin 1,350 140 1,490 1,550 325 1,875 1,690

Radish 5,925 1,255 7,180 4,700 650 5,350 5,955

Snake gourd 4,925 445 5,370 4,985 1,025 6,010 5,430

Spinach 265 120 385 495 250 745 615

Tomato 465 25 490 1,725 375 2,100 1,750

Winged bean 565 410 975 625 525 1,150 1,035
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Mea 7,260 2,925 10,185 8,395 2,185 10,580 11,320

計 57,017 12,810 69,827 58,437 17,483 75920 71,247

出典：スリランカ種子生産者協会 
 
２－２－２ 野菜種子の必要量 

DOA では、野菜種子需要の正確なデータをもっていない。そのため、2009 年 3 月に JICA は

現地コンサルタントを活用して、報告書「Base line Survey on Supply and Demand of Vegetable 
Seeds in Sri Lanka」を作成し、2007 年の作物別の作付面積、ha 当たりの必要種子量から種子の

需要を推測している（表２－５）。農民の播種量から計算した種子の需要でみると、マメ、オク

ラ、ダイコン、ニガウリ、ヘビウリ、カボチャなどで 6,700 kg 以上の需要があった。 
なお、政府推奨播種量で計算した需要に比して、農民の播種量から計算した需要量は、マメ

（40％）、ニガウリ（33％）、ナス（83％）、ピーマン（71％）、カボチャ（84％）、ダイコン（66％）、

ヘビウリ（75％）などと少ない。一方、キュウリ（160％）、オクラ（152％）、トマト（200％）

では、農民の播種量で計算した値が政府推奨播種で計算した需要より多かった。 
 

表２－５ 野菜種子の需要 

作物名 
推奨播種量 
（kg/ha）

農民播種量

（kg/ha）
栽培面積

（ha） 
推奨播種量から計算

（kg） 
農民の播種量から計算

（kg） 

Bean 60.0 24.0 7,716 462,960 185,184

Bitter gourd 6.0 2.0 4,072 24,432 8,144

Brinjal 0.3 0.25 10,159 3,048 2,541

Capsicum 1.75 1.25 3,193 5,588 3,992

Cucumber 1.6 0.5 2,920 915 1,460

Okra 4.5 7.5 6,576 29,592 44,820

Pumpkin 1.0 0.85 7,943 7,943 6,705

Radish 5.0 3.3 2,961 14,805 9,771

Snake gourd 4.0 3.0 2,709 10,836 8,127

Tomato 0.1 0.2 6,675 668 1,335

出典：Base line Survey on Supply and Demand of Vegetable Seeds in Sri Lanka より調査団作成 
 
２－２－３ 野菜種子の需要と供給のギャップ 
官民生産種子量（2008/09 年マハ作＋2009 年ヤラ作）を、上述の野菜種子の需要と比較したの

が表２－６である。農民の播種量からみた種子の需給状況は、キュウリ（246.3％）、ナス（194.3％）、

トマト（169.8％）では需要のおよそ倍の種子が生産されている。一方、カボチャ（25.8％）、ピ

ーマン（33.2％）は 3 分の 1 以下、ダイコン（60.9％）、オクラ（49.5％）、ニガウリ（62.8％）、

マメ（67.1％）、ヘビウリ（69.7％）も半分から 3 分の 2 の需要を満たすのみであり、作物によ

って種子の需要と供給のバランスが取れていない。需給のバランスを取るとともに、供給の少

ない作物の種子の増産が必要である。 
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表２－６ 官民種子生産量（2008/09 年マハ作＋2009 年ヤラ作）と必要種子量の比較 

作物名 
政府生産

種子（kg）
民間生産

種子（kg） 
官民合計

（kg）

政府推奨種子

量により計算

（kg/ha） 

農民播種量に

より計算

（kg/ha） 

官民種子生産量/
農民播種量（％）

Bean 10,468.0 1,955 12,423.0 462,960 185,184 67.1

Bitter gourd 944.1 4,171 5,115.1 24,432 8,144 62.8

Brinjal 156.4 4,780 4,936.4 3,048 2,541 194.3

Capsicum 366.4 960 1,326.4 5,588 3,992 33.2

Cucumber 306.3 3,290 3,596.3 915 1,460 246.3

Okra 375.5 21,805 22,180.5 29,592 44,820 49.5

Pumpkin 42.6 1,690 1,732.6 7,943 6,705 25.8

Radish - 5,955 5,955.0 14,805 9,771 60.9

Snake gourd 234.0 5,430 5,664.0 10,836 8,127 69.7

Tomato 517.4 1,750 2,267.4 668 1,335 169.8

出典：SPMDC 資料及び Base line Survey on Supply and Demand of Vegetable Seeds in Sri Lanka より

調査団作成 
 
２－２－４ 政府農場の標準種子生産状況 

表２－７にあるように、2008/09 年マハ作と 2009 年ヤラ作の種子生産全量に対する政府種子

農場での生産量は、19.1％（政府農場の契約農家も含む）、政府農場のみでは、3.8％にすぎない。

また、作物の種類によってその割合は大きく変わっている。 
マメは、実に全生産量の 84.3％を政府契約農家で生産している。その他の作物で、政府の生

産量が多いのは、ヘチマ（29.5％）、ピーマン（27.6％）、トマト（22.8％）、ニガウリ（18.5％）、

などである。また、契約農家を使わず政府農場だけで生産しているのは、トマト（22.8％）、ア

マランサス（15％）が多いが、ヘビウリ（3.9％）、オクラ（1.7％）、ホウレンソウ（4.1％）など

は少ない。一方、契約農家のみで生産された種子はマメのみで、全生産量の 84.3％にのぼる。 
農民の種子需要を満たすために、政府種子生産農場で標準種子を採種しているとのことであ

ったが、その割合はマメが 84.3％と特に多いが、ヘチマ、ピーマン、トマトなどが 30％から 25％
前後であり、作物により大きなばらつきがある。 

 
表２－７ 官民の種子生産量の比較（2008/09 年マハ作＋2009 年ヤラ作） 

作物名 
政府農場

（kg） 
政府契約農家

（kg） 
民間会社

（kg） 
政府関連生産量/
全生産量（％）

政府農場のみの生産量

/全生産量（％） 

Amaranthus 104.1 0 590 15.0 15.0

Bean 0 10,468.0 1,955 84.3 0.0

Bitter gourd 490.2 453.9 4,171 18.5 9.6

Brinjal 57.9 98.5 4,780 3.2 1.2

Bushitavo 317.1 600.8 4,225 17.8 6.2

Capsicum 354.9 11.5 960 27.6 26.8
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Cucumber 165.0 141.3 3,290 8.5 4.6

Luffa 526.0 176.0 1,676 29.5 22.1

Okra 375.5 0 21,805 1.7 1.7

Pumpkin 28.8 13.8 1,690 2.5 1.7

Snake gourd 234.0 0 5,955 3.9 3.9

Spinach 27.5 0 5,430 4.1 4.1

Tomato 517.4 0 1,750 22.8 22.8

Winged bean 42.9 135.3 1,035 14.7 3.5

Mea 40.0 1,240.8 11,320 10.2 0.3

合 計 3,281.3 13,339.9 70,632 19.1 3.8

出典：SPMDC と種子生産者協会の資料から調査団作成 
 
２－２－５ 野菜種子の輸入量 
表２－８は、野菜種子の輸入量（2006 年と 2007 年）である。スリランカで採種の困難なビー

ト、ニンジン、カリフラワー、コールラビー、リーキのほか、各作物のハイブリッド種が日本、

米国、ヨーロッパ、タイ等から輸入されている。さらに、スリランカで需要に追いつかないマ

メ、カボチャ、タマネギ、ピーマン等の種子輸入も行われている。これらスリランカで採種の

可能な野菜種子の輸入は、外貨の損失にもなり、自給が必要である。 
 

表２－８ 野菜種子の輸入 

作物名 
2006 年輸入量（kg） 2007 年輸入量（kg） 

空港 港 合計 空港 港 合計 

Bean 0.00 64,854.50 64,854.50 0.00 115,000.00 115,000.00

Beet 313.30 22,042.00 22,355.30 400.00 13,297.00 13,697.00

Bitter gourd 800.10 423.20 1,223.30 388.00 1,070.90 1,458.90

Brinjal 75.00 458.00 533.00 81.17 165.99 247.16

Cabbage 509.05 573.00 1,082.05 692.52 738.75 1,431.27

Carrot 3,498.25 28,095.00 31,593.25 50.00 34,527.05 34,577.05

Cauliflower 0.00 1.00 1.00 4.00 8.95 12.95

Capsicum 0.00 8,873.00 8,873.00 8.00 3,576.55 3,584.55

Chilli 1,146.73 0.00 1,146.73 1,064.02 0.00 1,064.02

Chinese kale 0.00 10.00 10.00 0.00 280.00 280.00

Cucumber 1,075.49 523.00 1,598.49 725.00 1,225.12 1,950.12

Knol khol 338.05 8,472.00 8,810.05 968.00 812.00 1,780.00

Leek 1,600.00 10,118.00 11,718.00 338.00 7,310.00 7,648.00

Lettuce 30.00 255.00 285.00 37.00 189.50 226.50

Long bean 259.00 1,483.00 1,742.00 0.00 1,438.00 1,438.00

Luffa 2,100.90 1,131.00 3,231.90 276.00 1,636.00 1,912.00

Okra 75.00 722.00 797.00 76.00 1,210.00 1,286.00
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Onion 250.00 32,800.00 33,050.00 2,400.00 37,090.00 39,490.00

Pakchoi 0.00 502.00 502.00 0.00 0.00 0.00

Pumpkin 3,498.25 2,171.00 5,669.25 365.00 4,532.50 4,897.50

Radish 63.05 15,176.00 15,239.05 518.55 6,988.36 7,506.91

Snake gourd 7.00 55.00 62.00 0.00 50.80 50.80

Squash 0.00 8,836.00 8,836.00 0.00 5,766.50 5,766.50

Tomato 257.93 508.40 766.33 352.00 377.50 729.50

合 計 15,897.1 208,082.1 223,979.2 8,743.26 237,291.47 246,034.73

出典：Base line Survey on Supply and Demand of Vegetable Seeds in Sri Lanka 

２－３ 野菜種子生産システム 

スリランカにおける現在の野菜種子生産は、政府によるもの、民間種苗業者によるもの、そし

て農家自身の自家採種によるものに分けられる。以下に、自家採種を除いた種子生産のプロセス

を記す。

２－３－１ DOA による野菜の種子生産手順

DOA 傘下 SPMDC が、種苗生産をつかさどる部局である。野菜の種子生産は下記プロセスで

行われる。

＜原種種子生産＞

① SPMDC で種子の需要、前年度の在庫種子量、民間業者の種子必要量、種子農場の生産

能力、前年度の生産状況、天候、予算等を考慮し、採種計画（案）を策定する

② SPMDC 傘下の種子生産農場で場長を含めた会議において最終案を決定する

③ 種子生産農場で栽培・採種を行う

＜標準種子生産＞

①②は、原種種子生産と同様

③ 栽培・採種は、種子生産農場及び農場と委託契約を結んだ契約農家にて実施

なお、表２－９に 2010 年ヤラ作の政府野菜種子生産予定を示す。

F1 種子は 3 農場、原種種子は 5 農場、標準種子は 8 農場で生産される。また、4 農場が契約

農家での標準種子生産を行う。さらに、SPMDC の地域事務所が契約農家に委託する標準種子生

産が 5 地区で行われる。

表２－９ 2010 年ヤラ作野菜採種計画 

 F1 種子 原種種子生産 標準種子生産 契約農家生産

作物数 品種数 作物数 品種数 作物数 品種数 作物数 品種数

Aluttarama 1 1 1 1 3 3 2 2 

Ambepussa 1 1 4 4 6 6 - - 
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Kundasale 2 3 3 3 5 6 - - 

MI - - 2 2 3 3 4 5 

Rahangala - - 1 1 1 1 - - 

Bataata - - - - 5 5 6 7 

Kantale - - - - 1 1 1 1 

Malwatta - - - - 3 3 - - 

出典：Final Vegetable Seed Production Program Yala 2010, SPMDC より調査団作成 
 
２－３－２ 民間種苗業者 
スリランカ種子生産者協会には、49 の民間種苗業者が加盟している。しかしながら、その多

くは自前の採種農場をもっていないばかりでなく、技術者もほとんどいない状況であり、契約

農家に採種を委託している。標準種子生産の手順はおおむね以下のとおりである。 
 
＜標準種子生産＞ 

① 種子の需要、契約農家の能力、前年の実績、予算等を考慮し採種計画を立てる 
② SPMDC 傘下の野菜種子センター（VSC）より原種種子を購入し、契約農家に配布ある

いは販売する 
③ 契約農家から採種後、種子を購入する 

 
２－４ 種子認証システム 

種子の認証は、DOA 傘下種子認証・植物防疫センター（SCPPC）の種子認証サービス事務所（SCS）
にて行われる。 
 

２－４－１ DOA 生産種子の認証 
種子生産農場で生産された原種種子、標準種子（契約農家分含む）は、下記のプロセスで認

証される。 
① 圃場にて、圃場選定時、開花時、収穫時に SCS 職員が検査を実施する 
② 各農家は採種された種子の簡易なクリーニング、乾燥を行い、種子調整機器のある

Kundasale に送る 
③ Kundasale にある SCS 傘下の種子調整場にて種子の調整（クリーニング、乾燥）を行う 
④ Gannoruwa にある SCS 傘下の中央種子検査室での種子検査を実施する 
⑤ 検査合格により認証される 
⑥ SPMDC 傘下の VSC で認証種子として袋詰め、ラベル添付、その後販売される 

 
２－４－２ 民間種苗業者生産種子の認証 

政府の種子政策では、標準種子はすべて政府の認証を受けなければならないことになってい

る。他方、①適期に検査が行われない、②費用がかかる、③販売に間に合わないなどの理由で、

認証を受けずに販売しているのが実情である。このため、認証されていない優良種子と、不良

種子も同じように販売されている。なお、種子法のなかでは、基準を満たした種子であれば、
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政府の認証を受けなくてもよいと述べており、この点では種子政策と整合性が認められない。 
理想的な認証プロセスは一般的に下記のとおりであるが、現状では①、③、④が抜けている

場合がほとんどである。 
① 圃場で圃場選定時、開花時、収穫時に SCS 職員が検査を実施する 
② 各農家が種子をクリーニング、乾燥する 
③ 近くの SCS 傘下の種子検査室で種子検査を実施する 
④ 検査合格により認証される 
⑤ SPMDC 傘下の VSC で認証種子として袋詰め、ラベル添付、その後販売される 

 
２－４－３ 種子検査 

表２－10 は、Gannoruwa の中央種子検査室での 2009 年ヤラ作生産種子の検査結果である。 
これによると、検査した種子サンプルは政府種子農場関連が 517 点（96％）、民間はわずか 22

点（4％）にすぎない。また、認証されたサンプルの割合は、政府種子農場産が 89％、政府契約

農家産が 88％、民間産は 55％である。これにより、政府農場生産種子は、ある程度優良である

とみられるが、民間生産種子には不良なものが多いことが分かる。 
 

表２－10 Gannoruwa 種子検査室での種子検査状況（2009 年ヤラ期） 

種 別 受付サンプル数 認証サンプル数 認証数割合（％） 

政府種子農場 257 230 89 

政府契約農家 260 229 88 

民 間 22 12 55 

計 539 461 - 

出典：Central Seed Testing Laboratory の資料から調査団が作成 
 

表２－11 は、官民の 2009 年生産種子量（原種種子＋標準種子）と認証種子量を表している。

政府生産種子全部が認証のための検査を受けていることを考えると、民間生産種子のほとんど

が認証検査を受けていないのが分かる。また、政府生産種子でも認証されない種子があること

が分かる。 
 

表２－11 2009 年の官民種子生産量と認証種子量（kg） 

作物名 政府生産種子 民間生産種子 官民合計 認証種子量 認証種子量/生産量（％）

Amaranthus 347 660 1,007 347 34.5

Bean 13,903 2,225 16,128 10,641 65.9

Bitter gourd 1,044 3,996 5,040 708 14.1

Brinjal 193 4,995 5,188 235 4.5

Busitao 1,202 4,425 5,627 385 5.9

Capsicum 433 1,105 1,538 502 32.6

Cucumber 239 3,585 3,824 168 4.4

Luffa 240 1,734 1,974 775 39.2
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Okra 1,342 25,385 26,726 1,224 4.6

Pumpkin 43 1,875 1,918 28 1.4

Radish 0 5,305 5,305 0 0

Snake gourd 464 6,010 6,474 731 11.4

Spinach 52 745 797 24 3.0

Tomato 589 2,100 2,689 591 21.9

Water melon 132 0 132 75 56.8

Winged bean 178 1,150 1,328 98 7.3

Yard long bean 1,313 10,580 11,893 588 4.9

合 計 21,714 75,875 95,488 17,120 17.9

出典：Preparatory Survey on the Project for Human Resources and Infrastructure Development to Enhance 
the Productivity of the Local Vegetable Sector in Sri Lanka の資料 1 より調査団作成 

 
２－５ 野菜種子販売の現状 

野菜の種子には、政府産、民間産、輸入品がある。以下、政府産及び民間産種子の販売につき

述べる。 
 
２－５－１ 政府生産種子の販売 

  中央種子検査室で国際種子検査協会（ISTA）の検査基準にのっとった検査に合格した種子は、

Gannoruwa にある SPMDC 傘下の VSC に送付され、袋詰め、認証ラベルの添付、貯蔵、販売さ

れる。VSC には、低温貯蔵室（10℃）があり種子はそこで貯蔵される。大口購入の場合は VSC
で販売されるが、小口購入の場合は、DOA の販売所、Agrarian Service Center（ASC）、民間種子

販売店で販売される。政府販売種子の販売手数料は種子代の 10％であるが、買い取り販売であ

るため、販売できなかった場合は、ASC、販売店の損となる。そのため、全国に 500 カ所以上

あるといわれる ASC での販売は少ない（聞き取りでは 25 カ所でのみ販売しているとのことだ

った）。また、民間販売店もリスクを減らすため在庫を少なくしている。 
なお、2010 年 2 月現在の認証種子、ハイブリッド種子、そして原種種子の価格を表２－12、

２－13、２－14 に挙げる。 
 

表２－12 野菜の政府認証種子販売価格（Rs.） 

作物名 5g 袋 10g 袋 20g 袋 100g 袋 500g 袋 1,000g 袋

Amaranthus 21 35 150 290 - - 

Bush bean 10 14 42 75 320 600 

Bitter gourd (Matale green) 26 46 200 400 1,940 - 

Bitter gourd (MC 43) 24 40 175 340 1,660 - 

Bitter gourd (Thirunelveli) 32 57 200 500 - - 

Brinjal 29 50 230 450 - - 

Bushitavo 12 17 57 105 470 900 

Capsicum 50 95 450 890 - - 
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Cucumber 25 43 190 370 - - 

Luffa 29 50 230 450 2,210 - 

Yard long bean (Hawari) 19 30 125 240 1,170 - 

Okra 13 19 65 125 570 1,100 

Pole bean 11 15 45 80 340 650 

Pumpkin 24 40 175 240 - - 

Radish 15 23 87 115 780 - 

Snake gourd 18 29 115 220 1,020 2,000 

Spinach 25 43 190 375 - - 

Thibbatu 35 52 255 - - - 

Tomato (Thilini) 85 160 780 1,550 - - 

Tomato (other) 62 115 560 1,100 - - 

Water melon 22 37 160 310 - - 

Winged bean 15 24 90 175 840 - 

Yard long bean (Polon) 17 27 110 210 1,000 - 

出典：Price List of Seed & Planting Material, Feb. 2010, SPMDC 
 

表２－13 ハイブリッド種子の販売価格(Rs.) 

作物名 1g 袋 2g 袋 5g 袋 10g 袋 50g 袋 100g 袋 

Brinjal 40 75 175 340 1,650 3,300 

Tomato 130 250 600 1,200 5,500 11,000 

出典：Price List of Seed & Planting Material, Feb. 2010, SPMDC 
 

表２－14 原種種子販売価格（Rs.） 

作物名 1 kg 袋 

Amaranthus 3,000 

Bush bean 800 

Bitter gourd (Matale green) 6,000 

Bitter gourd (MC 43) 5,500 

Bitter gourd (Thirunelveli) 4,500 

Brinjal 5,000 

Bushitavo 1,200 

Capsicum 9,000 

Cucumber 4,000 

Luffa 5,000 

  

Okra 2,000 

Pole bean 850 
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Pumpkin 3,500 

Radish 2,800 

Snake gourd 4,000 

Spinach 4,000 

Thibbatu 7,000 

Tomato (Thilini) 20,000 

Tomato (other) 15,000 

Water melon 3,200 

Winged bean 2,000 

Yard long bean (Hawari) 3,000 

Yard long bean (Polon) 2,700 

              出典：Price List of Seed & Planting Material, Feb. 2010, SPMDC 
 

２－５－２ 民間により生産された種子の販売 
民間で生産された種子は、それぞれの業者が袋詰めし、ASC や民間種子販売店に陳列を依頼

して販売している。種子袋には、必要な情報（発芽率、業者名など）を記す業者も、記さない

業者もいる。業者、地域により異なるが、定期的に ASC、種子販売店に種子を供給する業者や、

電話等での注文を受けて配達する業者がいる。種子代金は、販売後に徴収する方法が多い。ま

た、手数料は 18％～30％と業者によりまちまちであるが、DOA の 10％より多い。ただし、返

品が可能であるため ASC、販売店の多くは政府の VSC からの種子よりも民間業者の種子の販売

を好む。 
 
２－６ 野菜種子生産及び認証の課題 

２－６－１ 野菜種子生産の課題 
スリランカは小さな国ではあるが、5～9 月の南西モンスーン（ヤラ期）と 11 月～3 月の北東

モンスーン（マハ期）の 2 つの雨期と、標高差 2,000m による気温差がある。このため、多くの

種類の野菜栽培が可能である。しかしながら、野菜栽培の重要な投入材である種子に関しては

次のようないくつかの問題点がある。 
1）種子の需要量が正確に把握できていない。 
2）政府の生産する原種種子が十分でない（政府の生産能力が低い）。 
3）民間の標準種子が十分でない（技術者及び種子栽培契約農民の種子生産技術が低い）。 

 
２－６－２ 野菜種子認証の課題 
種子政策でうたわれている、種子の認証が多くの民間生産種子に適用されていない。そのた

め、不良種子が農民に渡っている。野菜種子認証の課題は以下のとおりである。 
1）種子政策で掲げる認証制度と種子法での方針に齟齬がある。 
2）種子認証のための人材不足、技術不足、資機材不足がある。 
3）種子認証に時間がかかる。 
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第３章 種子政策と種子法の概要、現状、課題 
 
３－１ 種子政策（Seed Policy）の概要、現状、課題 

長年政府が管理していた種子関連業務を、民間に委ね優良種子を栽培農民に供給するというガ

イドライン案は、1996 年に民間業者やドナー機関の支援により作成され、Seed Policy（付属資料

7.及び 9.）として国会で承認後、現在まで変更されずにいる。この種子政策の目的、概要現状は以

下のとおりである。 
 

＜種子政策の目的＞ 
スリランカ農民が国内、国外の優良種子を容易かつ安価に入手できるようにし、それにより

作物生産の増加と農業収入を増やす。 
 

＜種子政策の概要＞ 
1）政府は、優良種子を生産するため民間に対し税特権を認めるなどのインセンティブや投資

のためのガイドラインを策定する 
2）政府は種子価格へ介入しない 
3）民間が品種開発や原種種子生産ができるまでの期間に限り、政府は標準用種子栽培に必要

な優良原種種子を供給する 
4）政府は標準種子生産から手を引き、標準種子販売で民間と競合しない 
5）政府は種子産業発展のために、植物遺伝資源を含む各種資源と技術を民間と分け合う 
6）政府は国内種子生産のための認証サービスと輸入種苗の検疫サービスを行う 
7）政府の種子産業に係る政策決定機関に民間が参加する 
8）国内種子産業を脅かさない範囲での民間による種子輸入を認める 
9）政府は、政府及び民間に対し種子認証とパッケージ及びラベリング基準の遵守を促進する 

 
＜種子政策の現状＞ 

1）農民への品質保証された認証野菜種子供給増 
2009 年度の種子の生産と認証のデータ（表２－11）によると、種子総生産量に対する認

証種子はわずかである（特に民間生産種子）。結果として、優良な輸入野菜種子の量が増加

している。この、国内生産認証野菜種子の生産量が少ない理由は以下である。 
① 国内野菜種子生産は、減少していないが、SCS による認証が減少している。 
② SPMDC は、原種種子を民間に供給しているが、作付け時期にうまく供給できていな

い。 
③ SCS は、適期に圃場認証サービスを経験豊富なスタッフにより行いきれていない。

それゆえ、民間は認証なしに種子を市場に出さざるを得ない。 
④ SCS の望む、小袋を含むすべての種子容器へのラベルの添付は、多くの時間がかか

り現実的でない。それゆえ、種子自体は優良であっても認証ラベルなしで販売される。 
⑤ 民間の宣伝により、輸入種子、特にハイブリッド種子に対する農民の期待が高い。 
⑥ 民間の儲けは国内生産種子より輸入種子によるものが大きい。 
⑦ 農民の需要は国内生産種子より輸入種子に移っている。 
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⑧ 種子法はまだ実施されていない。そのため、農民に対する種子の質に対する保障が

義務となっていない。いくつかの種子業者は、これを利用して不良種子を扱っている。 
民間は、政府による税金の特権などのインセンティブを享受しているが、Seed Policy の

目的具現化は、当初の想定どおりには進んでいない。 
 

2）品種の開発とリリース 
民間のこの活動に対する投資はほとんどみられず、政府の管轄領域として残っている。

結果として、民間の原種種子供給を政府に頼る状況は 15 年間継続している。この状況は、

まだ何年も続くものと思われる。なぜなら、健全で、商業的環境の整った種子生産セクタ

ーは、多くの業者が十分な投資を行ってこなかったからである。政府機関は、育種、作物

改良、新品種のリリースを今までどおりに続けざるを得ない。官民共同による活動も試み

られたが、管理上、財政上の問題でうまく実施されなかった。 
 

3）原種種子と苗 
民間による原種種子生産の増加につれ、政府が原種種子生産から段階的に手を引くとい

う目標は達成されていない。主な理由は、民間の品種開発・研究への投資不足である。結

果として、今でも政府機関は原種種子を生産し民間へ配布する義務を負っている。 
 

4）原種種子生産、調整、販売、利用 
政府の政策は、標準種子生産からの撤退を挙げている。ただし、民間の種子産業開発に

対するあいまいさが見て取れ、いまだ時期尚早との感がある。 
実際に、政府は農民のための標準種子生産と販売の継続を行うことで責任を果たしてい

る。官民双方の、種子産業の発展と農民の要求に応える強い意志が必要である。双方の差

別主義が大きな課題である。 
民間業者は、営利目的などの観点から、作物別の種子生産の選択傾向を有する。例えば、

DOA でリリースされ有望な T43 というニガウリの品種は、種子が少ないため種子生産が高

価となる。そのため、民間会社は他の品種よりこの品種の種子生産に渋りがちである。こ

ういう品種は、長い年月のうちに消滅しかねない。種子政策は、このような遺伝資源的な

価値をおざなりにするような選択的種子生産に関し何も規定がない。 
さらに、農民にポピュラーなその土地に根ざした品種も、官民の種子生産の対象となっ

ていない。これらの種子は、小規模な種子業者が生産販売するのみである。 
スリランカ種子生産者協会の会員や会員以外の業者による種子輸入の増加は、種子政策

の「民間による種子の輸入は、国内種子生産に影響を与えない」に反している。 
 

5）種子認証制度に係る Seed Policy と Seed Act の不整合 
Seed Policy では「生産された種子と販売される種子は、認証されたあるいは品質保証種

子という公的認証が必要である」と規定している。 
しかしながら、Seed Act では上述の種子政策の規定と違う記述がある。しかしながら、

Seed Act においても質の良い種子を望んでいる。また、市場では多くの種子クラスが現れ

混乱を招いている。例えば、Certified seed、Standard seed、DOA recommended seed、Commercial 
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seed、Non-certified seed など。これらの種子クラスでは、質の基準は違っているが、購入者

は分からずに購入している。 
なお、現在政府による最終的な質の証明のためのシステムは存在しない。 

 
＜種子政策（Seed Policy）の課題＞ 

  Seed Policy の目的は、農民が優良種子を容易に入手できるようにすることである。これは、

優良種子が十分存在することと、手ごろな価格であることを意味している。しかしながら、Seed 
Policy が世に出て 15 年経っても、まだ一部のみが達成されたにすぎない。その理由は以下のと

おりである。 
1）民間は、儲けの多い作物の種子生産に特化しており、その他のものには興味がない。 
2）多くの種子生産業者は、種子の輸入に多くの投資を行っている。 
3）育種と品種改良への投資が少ない。 
4）インフラ開発への投資が少ない。 
5）最低 1 年の緩衝用種子保存が行われていない。行われていれば、時間に追われて手抜きを

したり、政府機関の仕事の遅れへの不満を漏らしたりはしない。緩衝用種子を持たないと

持続的種子供給システムの開発はできない。 
6）持続的産業の開発のための研究への投資がない。 
7）Seed Policy による、標準種子の質向上に対する不熱心さ。 
8）社会的責任から逃れ、利益追求をめざしている。このような否定的動機は、この産業の持

続性に有害である。 
それゆえ、政策的インセンティブは民間により悪用されている。 

 
３－２ 種子法（Seed Act）の概要、現状、課題 

＜種子法（Seed Act）の目的＞ 
種苗の質を確保し、農民に優良な種苗を供給するための法律である。 

 
＜種子法（Seed Act）の概要＞ 

DOA 局長を管理者として、種子行政をスムーズに行うための法律である（付属資料 6.及び 8.）。 
 

＜種子法（Seed Act）の現状＞ 
1996 年の種子政策策定後、多くの種子関連の生産者、輸入業者、加工業者、卸売業者、小売

業者らが種子ビジネスに参入してきた。しかしながら、2003 年に国会で承認された Seed Act は、

その細則が決められないまま、今日を迎えている。不良種子の販売を防ぐためにも、一定以上

の品質の種子を農民に届けるために規則が必要となっていた。 
2008 年から、その規則策定が動き出し、最終案は、法務省での内容チェックを終わったとの

ことである。今後、農業開発・農民サービス省が国会に提出しその承認を受けることとなる。

一方、種子法にのっとり DOA は 2008 年 7 月と 2009 年 2 月に種子取り扱い業者に対する登録を

呼びかけ、2010 年 3 月段階で約 2,400 業者の登録が行われた。 
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＜Seed Act の課題＞ 
種子法の問題点は、実施に係る細則がないことである。次のような種子産業の状況に対応し

た詳細な規則が必要となっている。 
1）契約種子栽培農家の栽培種子を他の会社が横取りしている。 
2）有効期限がラベルに記載されていない。 
3）DOA 以外の政府機関（ココナツ研究所、ゴム研究所、茶研究所、砂糖研究所、ヤシ委員

会、林業局）の苗の認証は行われていない。 
4）DOA の種子検査室は、Seed Act 14 条以外にも関連する業務がある。 
5）民間の種子検査室は、政府の承認なしに検査結果をラベルに記載している。 
6）種苗の質に対する誇大広告の禁止がない。 
7）罰則がほとんどない。 
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第４章 農業開発・農民サービス省、農業局、関連機関の現状 
 
４－１ 農業開発・農民サービス省（Ministry of Agricultural Development and Agrarian 

Services） 

農業開発・農民サービス省は、首都スリジャヤワルデナプラコッテにあり、下記の国内農業に

関するすべてを管轄する。農業開発・農民サービス省傘下には、3 つの局と、合計 15 の公共事業

機関、各種の委員会、協会があり、農業局（DOA）もそのひとつである（図４－１）。 
・農業開発とマハベリの政策、計画、プログラムの実施 
・農業保険 
・農業サービス 
・農業の多様化 
・農業生産の改善 
・農業教育 
・土壌保全法の管理・実施 
・農業研究・普及 
・マハベリ地域の再開発 
・マハベリ開発法の管理・実施 
・輸出農業作物の開発 
・ハイテク農業の開発 
・植物検疫 
・FAO,UN 食料委員会、国際農業開発基金（IFAD）との協働 
・植付材の輸出入 
・植物防疫条例の管理・実施 
・伐採の管理・実施 
・農業企業開発 
・食料生産の増加 
・収穫後技術と研究 
・農業生産物の最低価格計画 
・農業流通開発の政策、計画、プログラムの実施 
・農業サービス法の管理・実施 
・農民の社会保障計画 
・飢餓キャンペーン委員会のための国家自由法 
・水田保有 
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出典：Public Institutions Related to Agriculture in Sri Lanka, JICA Ex Participants Association 
図４－１ 農業開発・農民サービス省1の組織図 

 
４－２ 農業局 

農業局（DOA）は、コロンボから東に約 100 km の Peradeniya にある。その役割は、農民及び農

業関連企業の農業生産の向上を目的に、研究による新技術開発と普及によって、国の食糧・農業

分野への貢献を行う組織である。その組織は図４－２のように 7の技術部門組織から成っており、

その職員数は農場作業者も含め 5,340 名である。2009 年度の総予算は、27 億 3,200 万 Rs.である。 
本プロジェクトの要請では、このうち SPMDC、SCPPC、HORDI、Extension and Training Center

（図４－２太字）の 4 組織が実施機関として挙げられていた。 
 
 

                                                 
1 2010 年 4 月に改組し、農業省とマハウェリ庁とに分かれた。 

Ministry of Agriculture Development & Agrarian Services 

Department of Agriculture 

Department of Export Agriculture 

Department of Agrarian Development 

Mahaweli Authority

Agricultural and Agrarian Insurance Board 

Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy 

Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and Training 

National Fertilizer Secretariat 

Institute of Post Harvest Technology 

Agricultural Product Marketing Authority 

Ceylon Fertilizer Enterprise Ltd 

Janatha Fertilizer Enterprise Ltd 

Hadabima Authority 

Thamankadnwa Agro Fertilizer Ltd 

Vegetable Development Board 

Fruit Development Board 

Colombo Commercial Fertilizer Company Ltd 

National Freedom for hunger Campaign Board 
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出典：Public Institutions Related to Agriculture in Sri Lanka, JICA Ex Participants Association 

図４－２ 農業局の組織図  

 
４－３ 関連機関 

４－３－１ 種苗開発センター（SPMDC） 
当センターは、本プロジェクト実施の際に中心的な機関となることが想定される。 
当センターの使命は、スリランカの農民に優良な種苗を安価に確実に届けることであり、

Peradeniya にある DOA の敷地に事務所を置いている。図４－３のように、部長の下に技術系副

部長がおり、その下に地方事務所があり、地方事務所は政府農場を保有している。 
ここでは、スリランカで推奨されるすべての作物の原種種子や標準種子の生産計画策定と生

産を、傘下 15 の種子生産農場で行っている。また、農民や種苗販売店に販売される標準種子は、

DOA の種子生産農場と契約種子栽培農家で生産される。SPMDC の 2009 年度予算は、3 億 53
万 Rs.である。また、農場労働者も含めた職員数は、722 名である（2008 年）。 
 

 

Director Seed and Planting Material Development 
 

 

 

 
Deputy Directors  

Rice/ Potato/ Horticulture 
  

 
Assistant Director Office (Assistant Director of Agriculture) 

Ampara,Bataatha, Pelwehera, Kantale, Vauniya, Colombo, MI, Polonnaruwa, Nikawaratiya, 
Nuwara Eliya, Aluttarama, Kundasale 

  

 
Government Farms (Farm Manager) 

Kandapola, Bataatha, Ambalantota, Ambepussa, Meepilimana, MI, Pedru, Udaradella, 
Kundasale, Polonnaruwa, Aluttarama, Sita Eliya, Kantale, Malwatta, Middeniya  

 

 
 

 

Department of Agriculture 

Rice Research and Development Institute Horticultural Crops Research and 
Development Institute （HORDI） 

Field Crops Research and Development 
Institute （FCRDI） 

Seed Certification and Plant Protection 
Center （SCPPC） 

Seed and Planting Materials Development 
Center （SPMDC） 

Socio-Economics and Planning Center 

Extension and Training Center  
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DD: Deputy Director, ADA: Additional Director of Agriculture, OFC: Other Field Crop,  
MI: Maha Illuppallama 

 出典：農業省ホームページ及び調査団作成図 
図４－３ 種苗開発センター組織図 

 

なお、種子生産農場での種子生産（原種種子及び標準種子）は、ここ SPMDC によって計画

が策定され、種子生産農場に対し作期ごとに増殖依頼がなされる。その増殖量の計画は、民間

種苗業者の原種種子必要量、Provincial Technical Working Group Meeting（普及と研究部門の会合）、

District ごとの Seed Committee Meeting （官 5～10 名と民 15 名の会合）、各地域の普及員の意見

を考慮して決められる。最終的には 15 の種子農場長の会議において各農場の計画採種量が決定

する。 
表４－１に、2010 年ヤラ作の種子生産農場ごとの採種予定作物を挙げる。野菜の採種を多く

手がけているのは、Ambepussa、Bata ata、Kundasale の 3 農場である。Nikaweratiya 農場は、ほ

とんど契約農家に採種を依頼している。 
 

表４－１ 各農場での野菜種子生産（原種種子及び標準種子）予定（2010 ヤラ作) 

農場名 採種作物名 

Alutharama ナス（F1）、オクラ、ヘビウリ、カボチャ、ニガウリ、ササゲ 

Ambepussa ナス（F1）、ニガウリ、ヘビウリ、シカクマメ、ナガマメ、マメ、キュウリ、

ピーマン、ホウレンソウ、オクラ 

Ampara スイカ、ササゲ 

Bata ata ヘビウリ、ナス、シカクマメ、ピーマン、ホウレンソウ、オクラ、ナス、

ナガマメ、ニガウリ、マメ、ササゲ、トウガラシ 

Kantale ナス、ササゲ 

Kundasale トマト（F1）、ナス（F1）、ヘビウリ、マメ、トマト、ナス、ナガマメ、キ

ュウリ、ピーマン、ササゲ、トウガラシ 

Maha Illuppallama  マメ、ニガウリ、スイカ、オクラ、ナガマメ、ササゲ、トウガラシ 

Malwatta マメ、スイカ、オクラ 

DD(OFC & 
Vegetables)

ADA 
MI 

ADA 
Pewehera 

ADA 
Kundasale

ADA 
Nikaveratiya

Seed Farm 
MI 

Sales Center Seed Farm
Kundasale

Vegetable Seed 
Center 

Gannoruwa 

Bean Seed 
Center 

Rikillagaskada

Field Repair 
Depo 

Kundasale 

Sales  
Center 

Sales  
Center 
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Meddeniya － 

Nikaweratiya ヘビウリ、オクラ、カボチャ、ナス、ピーマン、スイカ、シカクマメ、ナ

ガマメ、ニガウリ、マメ、キュウリ、ササゲ、トウガラシ 

Pelwehera カボチャ、スイカ、マメ、ササゲ、トウガラシ 

Polonnaruwa ササゲ、トウガラシ 

Rahangala マメ、トマト 

Rikillagaskada マメ 

Vavuniya ナス 

出典：DOA からの野菜種子生産指示書（No.Go/4/3/5） ＊太字は、原種種子生産 
 

以下に、SPMDC 傘下の組織に聞き取りを行って収集した情報を示す。 
 

（1）Kundasale 種子生産農場 
SPMDC 傘下にある 15 の種子生産農場のひとつであり、野菜種子の原種種子生産と一部

の標準種子の生産を行っている。また、種子調整用機材があり、全国の種子生産農場から

送られる種子の調整を一手に引き受けている。 
農場は 74ha あり、うち 15ha は野菜種子生産にあてられている。うち、7ha でドリップ灌

漑が行われている（うち 2ha は野菜種子生産に使われている）。 
職員は、農場長 1 名、副農場長 2 名、事務員（1 名）、会計（1 名）に、農場労働者 75 名

（うち 20 名は常勤である）。その他、3 名の運転手がいる。 
2010 年の総予算は 1,500 万 Rs.で、うち経常予算部分は 1,350 万 Rs.である。また、苗木の

販売などによる収入は、2,000 万 Rs.を想定している。農場機材として、四輪トラクターが 3
台、二輪トラクターが 4 台ある。 
種子調整用機材として、種子抽出機、乾燥機、選別機、貯蔵庫がある。緩衝用種子は 3

シーズン分の 40t を保存してある。 
採種作物は、トマト（7 品種）、ヘチマ、キュウリ（3 品種）、ニガウリ（3 品種）、ヘビウ

リ（2 品種）、ナス（3 品種）、ピーマン、チリー、その他ローカル野菜である。 
当農場で、DOA の野菜種子生産量の 40％を生産している。これは、スリランカの種子需

要の 28％になる。また、ナスとトマトのハイブリッド種の採種も行っている。この、ハイ

ブリッド種子生産は、日本での研修の成果である。 
2009/10 マハ期の原種子の種子生産目標と、実際の収量（括弧内）は以下である。トマト

120 kg（195 kg）、ニガウリ 120 kg（390 kg）、マメ 150 kg（550 kg）、ピーマン 150 kg（300 kg）。
すべて、目標量を大幅に上回る生産量を上げている。 
聞き取りでは、当農場の問題点は、マハ期とヤラ期の間の、雨のない時期の灌漑であり、

現在貯水池の建設を申請中で、この建設により 20ha の耕地での採種が可能となるとの話で

あった。 
なお、調査では、この農場で採種しているトマトのハイブリッド種は、豊産性、ウイル

ス抵抗性などの特徴があり、固定種の倍近い収量が期待できることが確認された。また、

わが国が供与した種子調整用機材は、よく維持されて有効に使われていたことも確認でき
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た。 
 

（2）Ambepussa 種子生産農場 
SPMDC 傘下の 15 の種子農場のひとつである。 
職員は、農場長 1 名と 3 名の技術者がおり、種子生産、果樹などの苗、畜産分野をみて

いる。（図４－４）。常勤農夫 12 名と契約農夫 48 名がいる。 
2009 年の予算は、人件費込みで 1,200 万 Rs.（うち給与 600 万 Rs.）。苗木、畜産製品等の

販売で、800 万 Rs.の収入があった。 
採種された種子は、天日で乾燥され、異物を取り除くなどの簡易な調整が行われ、

Kundasale の種子調整所に送られる。多くの種子は、採種後 2 週間ほどで送付される。なお、

種子の調整用機材がないため、すべての作業は手作業で行われる。農場を管轄するコロン

ボの SCS から、栽培期間中は、一作物につき 3 回、SCS 職員がコロンボより来場し検査が

行われる。 
2009 年ヤラ期は、ハイブリッドナス、アマランサス、ニガウリ、固定種ナスの原種種子、

固定種ナスとピーマンの標準種子の生産実績がある。2009/2010 年マハ期は、ハイブリッド

ナス、ヘビウリ、マメ、固定種ナスの原種種子、ニガウリ、固定種ナス、マメ、アマラン

サス、キュウリ、ピーマン、ホウレンソウの標準種子を生産する予定である。 
種子の価格は、固定種ナスで 5,000 Rs./ kg、ハイブリッドでは 3 万 Rs. / kg になる。 
当農場の農場長に聞き取りを行い、以下を確認した。 
農場長は 2005 年の国別野菜採種コースの研修員であり、帰国後、習得したハイブリッド

種子生産の技術を使い、ハイブリッドナスの種子生産を精力的に行っている。現在までに、

4 名の農場労働者にその技術を移転している。研修前は、15％の不合格種子があったが、研

修後は 1％まで減っている。また、Seed Act は、優良種子を農民に供与することができ得る

ようになるので良い法律である。DOA の種子は、質が良いので農民に好まれている。ごく

わずか、粗悪な種子があると報道されているが、多くのチェックを通っているので、ほん

の一部だけと思われる。発芽率が悪い種子があるとすれば、種子の保存に問題があるので

はないか。今後、野菜種子生産に関しての DOA の関与は増えるのではないかと考える。問

題点は、降雨が少ないため、川からポンプにより灌漑する必要があるがポンプのオペレー

ターがいないこと、種子貯蔵施設がないため種子の保存ができないことである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：聞き取りから調査団作成 

図４－４ Ambepussa 農場組織図 

Ambepussa Farm 
Farm Manager 

 Seed Production & Seed Processing 
Assistant Farm Manager 

Planting Material & Mother Plant Orchard
Assistant Farm Manager  

Animal Husbandry & Perennial Crops 
Assistant Farm Manager 

Administration 
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（3）Gannoruwa 野菜種子センター 
SPMDC 傘下のセンターであり、原種子及び標準種子の貯蔵、包装、販売を行っている。

Kundasale で、調整された種子は当センターに貯蔵され、必要に応じて包装され種子情報を

付けて販売される。 
現在、35 作物 60 品種の育種家種子、30 作物 60 品種の原種子と販売用種子が貯蔵・販売

されている。3 名のスタッフと 90 名の常勤職員と 32 名の契約職員がいる。  
センター職員からは、次のような話を聞き取った。 
種子保存低温庫は、温度 10 度、湿度 45～55％に保つように心がけられている。保存量は、

3 万 t である。なお、半年に 1 回種子の発芽率をチェックして、発芽率の落ちたものは、増

殖に回している。当センターでは、保存種子の在庫状況を SPMDC に報告している。道路

拡張のために敷地が削られたため、新しい建物が建てられていて、徐々に引っ越しが進め

られるとのことであった。問題点は、労働者を管理するスタッフが少ない、種子の包装の

ための機材が少なく能率が悪い、また、ラベルのスティッカー用複写機がないことである。 
 

（4）Gannoruwa 種子販売所 
SPMDC 傘下のセンターであり、キャンディー‐コロンボ道路に面した施設で、Gannoruwa

に種子販売所、苗販売所、栽培マニュアル等の販売所のほかに、作物の栽培法を DVD やチ

ャートで学ぶ施設も併設されている。また、飲み物やスナックを販売する場所もある。 
販売所のスタッフからは、次のような話を聞き取った。 
種子販売所には普及員（Agriculture Instructor：AI）が責任者として配置され、販売時に栽

培方法や栽培に関する相談にも応じている。ここでは小袋のみを販売していて、大量の種

子を購入する場合は種子センターで購入する。10～12 月、4～5 月のピーク時には、月に 2
万～3 万袋が売れる。それ以外のオフシーズンでも 1 万 5,000～2 万袋売れる。 

AI は、週に 1 回種子の販売状況をみて、種子センターに種子の納入を申請している。販

売種子の代金は、毎日種子センター長が回収に回り、銀行に預けている。 
調査視察時にも、当販売所には、多くの種子購入者が来訪し種子を購入していた。また、

自分の土地・気候にあった種子かどうか、栽培上の注意は何か、等の質問をし、アドバイ

スを受ける者も見られた。また、Kandy より 100 km 以上離れた場所で 3 エーカーのトマト

を栽培する農家が多くの種子を購入していたが、彼らによると、DOA の種子であるので安

心して買えるとのことであった。今までに品質上の問題はなかったとのことであり、DOA
から販売される種子の信頼の高さがうかがえた。 

 
４－３－２ 種子認証・植物防疫センター（SCPPC） 
当センター傘下には、種子認証サービス（SCS）、植物防疫サービス、植物検疫サービス（PPS）、

農薬登録、植物遺伝資源センター（PGRC）がある（図４－５）。本プロジェクトに直接関連す

るのは、SCS である。事務所は、Peradeniya にある DOA から 2 km ほど離れた Gannoruwa にあ

り、隣接して園芸作物研究開発研究所、植物遺伝資源研究所などがある。Gannoruwa の事務所

は、6 セクションに 49 名の職員がいる。SCS の 2009 年度予算は、約 1,900 万 Rs.であった。 
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  出典：農業局 ホームページ 
図４－５ 種子認証・植物防疫センター組織図 

 

また、PGRC は、わが国が無償資金協力で施設を建設すると同時に、技術協力を行ったとこ

ろである。現在、SCPPC 傘下にあり、育種の素材となる植物遺伝資源の収集・評価・保存を行

っている。研究スタッフは 27 名、その他 59 名（労働者を含む）である（図４－６）。2009 年

の予算は、約 482 万 9,000Rs.である。 
現在までに、当センター保存の遺伝資源を利用して、7 品種が開発された。そのうち 2 品種は

ナスのハイブリッド種である。 
施設の維持管理は良好で、活動も困難のなかではあるが地道に行われている。現在の問題点

は、人材、予算不足である。また、研究者の研修が進まず新しい技術の導入が遅れている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
出所：聞き取りから調査団作成 

図４－６ 植物遺伝資源センター組織図 

 

PGRC（Deputy Director） 

Exploration & Collection Seed Conservation 

Evaluation & Multiplication Data Management 

Biotechnology Farm Management 

Maintenance  Administration 
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さらに、SCS 傘下には全国に 21 カ所の支所があり種子認証の業務を行っている。以下に、SCS
傘下の組織の主な組織について記す。 

 
（1）Gannoruwa 中央種子検査室 

SCPPC の傘下の SCS の下にある、全国に 4 カ所ある種子検査室のうちのひとつであり、

原種子及び標準種子の検査を行っている。職員数は 19 名（うち技術者 16 名）である（図

４－７）。 
当検査室では、全国にある種子農場から Kundasale の種子調整所経由で送られた種子や、

民間から種子認証のために送られた種子の純度や発芽率、水分含量等の検査を行っている。

平均すると、1 作期に政府関連の 700 点、民間関連の 300 点の検査を行っている。昨年のヤ

ラ期（2009 年 12 月 25 日まで）では、稲、畑作物、野菜種子を合わせて 1,147 サンプルの

発芽試験を行った。そのうち、20 サンプルで発芽率が低く不適格とされた。 
民間種子の場合は、種子調整前と後の 2 回実施、政府関連種子は、種子調整後の試験の

みを行っている。また、貯蔵種子の発芽試験も逐次行っている。発芽試験の費用は、ロー

カル種は 1 サンプル当たり 344 Rs.、 輸入種子は 460 Rs.である。発芽率の悪いものは、再

チェックして確定させる。試験依頼を受けてから、作物によって違いがあるが、おおよそ 1
カ月以内に検査結果を報告している。 
この施設には研修を行える部屋があり、農民や学生の要請があれば種子試験関連の研修

を実施している。また、スタッフへの研修も 2 年に 1 回程度実施している。検査室のスタ

ッフによれば、問題点は、予算が少なく契約労働者を十分に雇えないうえに、電気代も十

分に払えないこと、職員や学生の研修に必要な機材が不足していることであるとのことで

あった。 
また、視察時には、発芽試験用の定温庫が故障していて、室内での試験が行われている

が、既に修理用の費用は払い込んでおり、間もなく修理が始まるとのことであった。 
 

 
 
 
 
 
 
 

出所：聞き取りから調査団作成 
図４－７ 中央種子検査室組織図 

 
（2）Pelwehera 種子認証サービス事務所 

SCPPC の傘下の組織であり、所長 1 名と 4 名の AI がいる事務所で、種子認証業務を行っ

ている。コメ、畑作物種子など 47 作物の種子認証を行う。野菜では、ウリ、ナガマメ、ナ

ス、カボチャなどの認証を行っている。 
事務所スタッフからは、次のような話を聞き取った。 

Central Seed Testing Lab.  

Technical Administration Section Registration Section 

Purity Section Germination Section 

Moisture Section Cleaning Section 
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認証の手順は、まず圃場の登録（最低 0.25 エーカー）を行い、開花期にオフタイプをチ

ェックし、最終チェックで、1,000 固体中 2 固体以上オフタイプがある場合は不合格となる。 
収穫された種子は、1 kg 単位で袋に入れ Maha Illuppallama の種子検査室に検査のために

送られる。通常は、2 日ほどで種子検査に回される。現在、大手 2 社が自前の種子検査施設

をもっている。民間が独自の認証シールを貼ることは可能であるが、その場合当事務所が

ランダムに種子の検査をする。 
圃場のチェックは、0.25 エーカー当たり 400Rs.を徴収しているが、実施にはその 10 倍の

コスト、0.25 エーカー当たり 4,000Rs.かかっている。 
Seed Act は、農民及びまじめにやっている民間種苗業者双方に良い効果を表す。この施

行により、悪い業者がつぶれて農民が安心して種子を買えるようになる。問題点としては、

政府の予算が少ないことが挙げられる。また、年によって変化するが、野菜として売った

方が、種子として売るより高価に売れる場合があり、採種農家は増えない。種子の増産の

ためには、種子の買い取り価格を上げたり、輸入種子に課税して、国内種子を守る必要が

ある。 
 

（3）Anuradapura 種子認証サービス事務所 
所長 1 名と 4 名（定員は 6 名）の AI がいる事務所で、コメ、野菜、畑作物、植付材の認

証を行う。アヌラダプラ県には約 40 の種苗業者がいるが、15 業者が野菜の種子を扱ってい

る。野菜種子生産にかかわっているのは、約 80 戸の農家である。 
 

４－３－３ 園芸作物研究開発研究所（HORDI） 
当研究所は DOA 傘下最大の研究機関であり、野菜、果樹、根茎作物、マッシュルーム、花卉

類の研究を行い農業生産への貢献を目的としている。2008 年度の予算支出額は、約 5,200 万 Rs.
であり、98 名の研究者が研究に従事している（図４－８）。 

野菜の品種開発はここで行われ、開発され登録された品種の育種家種子は、SPMDC 傘下種子

農場で増殖され原種子が生産される。PGRC から導入した遺伝資源から、ヘチマ固定種（Asiri）、
ナスハイブリッド種（Amanda、Anjalie）を作出した。 

スタッフの話では、問題点は、研究所のインフラ開発が予算不足で進まないことであるとの

ことだった。また、一部の研究員はハイブリッド品種の開発技術をもっているものの、その他

研究員の育種技術については改善の余地がみられた。 
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出典：農業局 ホームページ 

図４－８ 園芸作物研究開発研究所組織図 

 
４－３－４ 作物研究開発研究所（FCRDI） 
当研究所は、スリランカ北部の乾燥地域に位置し、畑作物の育種をはじめ、研究を行ってい

る。研究者は 60 名が在籍しており、2008 年度の予算支出額は、約 2,200 万 Rs.であるが、その

ほかにプロジェクト等で約 700 万 Rs.の予算である。育種、研究のほかに、19 作物（うち野菜 2
種）の育種や種子生産、土壌試験・施肥基準作成、農民、学生、種子生産者に対する啓発や研

修も行う。対象作物は、トウガラシ、タマネギ、マメ類、ラッカセイ、大豆、ゴマ、ヒマワリ、

コーン、雑穀類である。その他、地域的に重要な果樹、野菜類も対象としている。 
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Director Field Crops Research and Development 

    

   
Additional Director  

Grain Legumes & Oilcrops Research & Development 
Centre, Angunakolapallessa  

Adaptive Research Unit  
Weerawila 

  
   

Deputy Director (Research) l & ll  
FCRDI, Mahailuppalama   

(proposed Condiments & Coarse Grains Research & 
Development Centre) 

Adaptive Research Unit  
Anuradapura 

  

   

Deputy Director (Research)  
RARDC, Vauniya  

Agriculture Research Stations 
Kilinochchi, Paranthan, Thinnaweli

   
Adaptive Research Unit   

Vauniya  
   

Deputy Director (Research)  
RARDC, Aralaganwila  

Adaptive Research Unit  
Samanthurai 

  
Deputy Director  

FMRC, Mahailluppallama 
  

出典：農業局 ホームページ 
図４－９ 作物研究開発研究所組織図 

 
４－３－５ 普及・研修部 

DOA の普及をつかさどる部門である。AI が普及員として草の根レベルで活動している。AI
には中央政府が雇った者と、州政府が雇った者がいる。農家 1,000 戸に対し、1 名の AI をめざ

している。現在は、ほぼ 3,000 戸に 1 名である。 
種子生産に関しては、種子生産農家の選定や研修などの技術的支援を行うことでかかわって

いる。また、マニュアル等の作成で支援が可能である。 
種子の配布・販売に関しては、以前は ASC にいる AI が販売関連の業務を担っていたが、現

在は DOA の職員でない Agriculture Development Divisional Officer の業務となっている。そのた

め、販売に支障を来している。 
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出典：農業局 ホームページ 

図４－10 普及・研修部の組織図 

 
４－３－６ 民間種苗業者 
（1）大手種苗会社 CIC Agri Business  

CIC は、種子、肥料、農業機械、畜産などの総合的アグリビジネスの会社である。種子

部門は 1991 年に設立され、水稲、野菜、食用作物、ポテトの種子を扱っている。野菜種子

は、日本、オランダ、インド、タイ、米国からの輸入種子を販売している。 
また、職員からは、次のような話を聞き取った。 
ローカルの種子生産では、スリランカ一の生産を誇り、DOA の種子生産量より多い。自

前の農場（632 エーカー）、種子検査施設ももっている。技術職員には、Ph.D 1 名、B.Sc 20
名がいて、何種かの原種ももっている。水稲では、2 品種をリリースしたが、野菜に関して

はない。野菜の育種技術に関しては、先進国より 20 年以上遅れていると認識しており、技

術の向上が必要である。CIC では約 200 戸の契約種子生産農家をもっており、DOA から買

った原種種子を契約栽培農家に売って、標準種子の生産を依頼している（技術指導は無料）。

契約栽培農家及び社員との信頼関係強化のために、毎年 50 人に奨学金を出したり、医療へ

の支援を行っている。 
Seed Act 自体は、農民及び CIC のように法律に従う種苗業者にとって良い法律であり必

要である。ただし、現在その実施が良くない。 
 

（2）中小種苗業者 
1）Samarakoon 

キャンディーと Peradeniya のほぼ中間地点に店を構えて、野菜種子、肥料、農薬、簡易
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な農具等の販売を行っている業者である。日本の時田の種子のエージェントにもなってお

り、輸入種子も多数扱っている。野菜種子生産種協会のメンバーでもある。 
職員からは、次のような話を聞き取った。 
ローカルの野菜種子は、DOA 生産の原種子を購入し、15～20 戸の契約農家に配布し、

種子の増殖を依頼している。これらの契約農家は、創業者である父親の代から続けている

者や、新規の者もいるが、栽培はすべて農家任せである。 
種子の買い取り価格は、政府の買い取り価格を見て、プラスアルファを付けて買い取っ

ている。また、生産量は今までの経験を踏まえて計算している。 
種子の認証は、SCS に手紙にて依頼して、費用は、400Rs./エーカー＋交通費である。

圃場での検査は 3 回ある。種子認証に時間がかかるのが問題である。 
種子法では、袋詰めに際し細かい情報まで記載することになっているのが面倒である。

大豆やコーンなどは、既に闇での販売が増えている。野菜種子に関しては、今のところ手

間がかかる以外は問題ない。ただし、あまりにもラベルへの記載がうるさいのでどこまで

この制度が続くか分からない。 
 

2）Krishna Stores Kandy 
現在、種子、肥料、農薬の小売り及び卸売りを扱っており、全国の 150 の店に資材を納

入している業者である。4 人のパートナーシップによる組織で、53 年前、現在のパートナ

ーの親の代に設立された。キャンディー市内には、支店が 1 店ある。 
職員からは、次のような話を聞き取った。 
野菜の種子に関しては、大手種苗会社、DOA から種子を買い販売している。自前の農

場、契約農家はもっておらず、種子の販売店である。通常、民間種苗会社の場合は、月に

1 回注文を出し配達してもらっている。種子が販売できず古くなった場合は、返品ができ

返金もあるのでリスクはない。輸入種子とローカル種子の販売は、おおよそ半々である。

輸入種子価格は、ローカル種子の 2～3 倍の価格である。 
Seed Act に関しては、農民にとって良い法律であるとともに、まじめにやっている種苗

業者にとっても良い法律である。 
 

3）Uniqchem 
開店してから 35 年経つ、野菜種子と農薬の販売店である。種子は、大手種苗会社と DOA

のものを扱っている。小売りのみで、卸売りはしていない。 
民間種苗会社は、2 週間に 1 度種子を持って回ってくる。そのときに必要な種子を必要

量購入する。一部現金で、一部はクレジットもある。販売できずに古くなった種子は、返

品できる。 
職員の認識では、Seed Act は、農民だけでなく販売店にも良い種子が出回るようになる

ので良い法律であるとのことだった。 
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第５章 種子生産関連分野に係るわが国の協力方針及び実績 
 
５－１ わが国の協力方針 

わが国の対スリランカ支援として、平和の定着と復興支援及び中・長期開発ビジョンに沿った

支援を同時に行うとして、次の 4 分野を重点分野に掲げている。 
1）人道・復旧支援 
2）経済基盤整備に向けた制度改革に対する支援 
3）外貨獲得能力向上に対する支援 
4）貧困対策に対する支援 

 
JICA は、スリランカの長期政策、わが国の援助方針、協力実績、他ドナーの動向などを踏まえ

て上述の 4 本柱に取り組むこととしている。 
そのなかで、貧困対策に関する支援では、農漁村・地方開発、社会サービスの改善という 2 つ

の開発課題に分類し、そのうち、農漁村・地方開発では次の（1）から（3）の課題に分類し、そ

れに対する対応を進めている。 
 
（1）資源不足・インフラ未整備 

・乾燥地域における特に乾期における水不足解消。 
・生産や収穫の維持・向上のための農村インフラ整備（農道、灌漑排水施設、農産物貯蔵施

設、運搬手段等）。 
・基本的な投入資機材（種苗、農業機械、肥料等）の流通体制の整備。 

（2）不十分なキャパシティ（人材、技術、組織） 
・コミュニティ自らの開発計画策定能力・実施運営能力・問題解決能力の向上。 
・コメ単作から作物多様化・畜産業も含む低コスト複合的農業の促進、農産物の付加価値化

を通じたマーケット価値向上、行政と農民組織による灌漑施設管理・水管理の適切化。 
・住民への行政による支援体制・調整機能の強化。 

（3）政策・制度の未整備 
・行政機関の役割の整理、省庁や部局の枠を超えた連携体制の構築。 
・実情に応じた土地利用制度の改善。 
・住民やプランテーション居住者が行政サービスを受けられる環境整備。 

 
５－２ 協力実施 

上記のうち、資源不足・インフラ未整備に関して、農業機械、肥料については貧困農民支援（旧

食糧増産援助）などで対応してきているが、種子、種苗などについては次のような案件を実施し

ており、いずれも DOA（傘下の組織）が実施機関となっている。 
また、技術協力プロジェクト及び専門家派遣事業については、いずれも無償資金協力での施設

整備と密に関連した案件となっている。 
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スキーム プロジェクト名 
実施年度 

（無償はE/N署名年度） 
金 額 

技術協力プロジェクト 植物遺伝資源センター計画 1988～1995  

技術協力プロジェクト 植物検疫所計画 1994～1999  

専門家派遣 植物遺伝資源 1998～1999 

国別研修 野菜採種 2002、2003、2004、2006 

無償資金協力 
植物遺伝資源研究センター建設計画 1987（E/N署名） 19.88億円

植物検疫所設立計画 1992、1993 20.90億円

 
以下に、技術協力プロジェクト、専門家派遣、国別研修の主な内容と成果を示す。 

 
５－２－１ 旧プロジェクト方式技術協力「植物遺伝資源センター計画」 

1988 年 4 月から 7 年間、失われゆく植物遺伝資源の探索・収集、保存、評価を行うことによ

り、作物育種の素材を提供するための技術協力が植物遺伝資源センター（PGRC）において行わ

れた。 
植物遺伝資源（稲及びマメ科作物）の探索、収集、保存、遺伝資源の評価、増殖、保存、遺

伝資源の情報処理及び管理に関する技術移転がなされ、多くの研究者が独自に業務を遂行でき

るようになった。その成果として、現在 1 万 2,486 点の遺伝資源が安全に保存されている。 
これまでに 1 万 259 点が育種機関、大学等に配布され、作物育種及び各種研究に利用されて

いる。その結果、果樹 3 品種、穀類 1 種、野菜 3 種（2 種はナスのハイブリッド種）の品種が開

発された。 
 

５－２－２ 旧プロジェクト方式技術協力「植物検疫所計画」 
1994 年 7 月から 5 年間、対外貿易の活性化に伴う病虫害侵入の脅威や、検疫体制不備による

農産物輸出の制約があり、植物検疫所の移転に伴う病理・害虫検査と消毒処理分野における活

動支援と検疫官の育成を目的とした技術協力が、植物検疫所において行われた。 
植物検疫上の病害検査技術の改善、害虫の同定・ミバエ増殖技術の改善、くん蒸処理技術の

改善と消毒処理技術開発、及び植物検疫関係職員の研修が実施され、スリランカに輸入される

野菜種子の病害虫の進入を水際で防ぐ効果を発揮している。 
 

５－２－３ 個別専門家「植物遺伝資源」 
1998 年 4 月から 2 年間、園芸作物研究開発研究所（HORDI）に、植物遺伝資源分野の専門家

が派遣された。PGRC からの育種素材の導入などにも関与し、当研究所での野菜育種研究の発

展に寄与した。 
 

５－２－４ スリランカ国別研修「野菜採種」 
2003 年 2 月から 5 回、筑波農業研修センターにおいて国別研修が実施された。この研修にお

いて、34 名のスリランカ野菜種子生産関連の技術者に対し、関連技術の習得のための研修が行

われた。これらの帰国研修員は、帰国後、各部署においてその研修成果を生かしながら野菜種
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子生産活動等に従事している。今般の調査時に、何人かの帰国研修員に面会したが、予算や機

材等の制約のなか、習得した技術を生かし献身的に活動している姿が印象的であった。 
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第６章 野菜種子生産分野における今後の協力の方向性 
 

スリランカの野菜種子生産は 1996 年の Seed Policy の策定及び 2003 年の Seed Act 策定から長い

期間が経過しているが、その施行が停滞し優良種子の供給体制における課題が山積している。 
民間種子生産業界は独自に拡大してきているものの、元となる原種種子が政府から供給されて

いないこと、認証プロセスに時間や費用がかかっていることから、優良種子の供給体制はまだま

だ弱く、いまだ農家の需要を満たすだけの量が供給されていないのが現状である。 
 今後、当該分野にどのような協力が必要か、以下のように検討を行った。 
 
６－１ 協力分野の検討 

６－１－１ 「原種子の生産・供給」 
現行 Seed Policy 下で野菜原種種子（Basic Seed）の生産・供給は実質的に農業省が行っている。

DOA 傘下の種苗開発センター（SPMDC)の種子生産農場で生産された原種子は種子認証サービ

ス（SCS）の認証プロセスを経て民間種苗業界に供給される仕組みになっているが、いまだ民間

の需要を満たすだけの量が供給されていないことから、DOA に対する民間業界からの原種種子

供給増に対する要望は高い。需要に見合うだけの十分な原種種子が供給されるようになれば、

必然的に民間による標準種子の生産は増加する可能性は高くなると推測される。今回調査した

スリランカ種子生産者協会（49 の種子生産業者、農民組合等から構成）や当国の代表的な種子

生産業者（大企業及び大多数を占める小企業）2 社からの聞き取りでは、政府からの原種種子供

給増が可能になれば、市場向け優良種子の生産を積極的に増やしたいという意向が確認されて

いる。 
政府側は Seed Policy に反して原種種子の生産は政府機関の専管事項ととらえている節がある

が、将来このまま政府機関が原種種子の生産・供給をすべて賄っていくのか、いつまでにどの

程度民間へ移譲していくのか道筋はいまだ明確になっていない。政府が将来に向けたアクショ

ンプランを策定すれば、このなかで明確になっていくであろう。 
 

６－１－２ 「認証/標準種子の生産・供給」 
現状では市場に供給される認証/標準種子（Certified/Standard Seed）の量は需要に比してわず

かでしかない。DOA が生産する認証種子と民間で生産される政府認証を受けた種子を合わせて

も農家のニーズを満たすには程遠いのが現状である（野菜の種類により異なるが、全体を平均

すると 2 割程度もしくはそれ以下と推定される）。一方で DOA の認証を得ることに対する民間

生産業界の抵抗感（時間がかかる、料金を取られるなど）もあり、政府機関の認証を得ない種

子（必ずしも不良種子ばかりではない）が数多く出回っているのが現状である。また認証/標準

種子の供給不足を民間生産の未認証種子及び輸入種子（多くがハイブリッド種）がかなり補っ

ているものと思われる。 
DOA の Seed Policy によれば、民間の種子生産能力が成熟すれば（何をもってして成熟したと

判断するのか不明であるが）政府による認証種子の生産は民間に役割をシフトしていくとして

いる（これについても原種種子同様、いつまでにどの程度民間へ移譲していくのか道筋は明確

になっていない）。しかしながら、民間業界が十分な生産・供給体制を取れるようになるには官

民双方に課題（後述）があり、民間が更に拡大・発展し完全な民間主導による認証種子の生産・

37－　 －



供給体制の下で需要を満たせるようになるには相当の年月を要すると思われる。したがって、

喫緊の農家のニーズを考慮すれば、政府認証種子の生産レベルを現在より上げていくことは必

要不可欠であると考えられる。 
 

６－１－３ 「民間との連携」 
最終受益者である農家からすれば、高品質で安価な野菜種子が作付け期にタイミングよく、

かつ容易に入手できるようにならなければ意味がない。種子の供給は官・民双方で行っている

ことから政府機関のみを強化しても効果は限定的である。よって、プロジェクトを実施する場

合、政府機関及び優良な民間種苗生産業界双方がうまく連携を保ち、かつ双方の技術レベルが

上がるようなプロジェクトの形を構築することがより効果的と考えられる。 
これまで政府の種子生産者の登録制度にのっとり 2,400 を超える種子取り扱い業者及び生産

者（種苗業者、種子輸入業者、加工・販売業者、農民組合、契約種子生産農家等）が政府に登

録を行っている。この数は今後も増えるものと思われるが、企業であれ契約農家であれ必ずし

も高いレベルの生産技術を有しているわけではない（ごく一部の大手企業が農学の専門教育を

受けた技術者を抱えているのみ）。したがって、DOA の種子生産機関の能力改善のみならず、

意欲的で責任ある民間業者も積極的に技術研修等を通じ人材の育成を図りつつ、優良な民間種

子生産業界の面的広がりを支援していくことが、最終的なユーザーである農家への優良種子の

供給増につながるものと考える。 
 

６－１－４ 「農業開発・農民サービス省の役割分担」 
当国の種子生産・供給をとりまく課題は政策レベルから行政側による研究、官民双方による

生産、流通の各現場に至るまで大小、広範な課題を抱えている。上流（政策レベル）から下流

（流通・販売）までの全課題を一技術プロジェクトでカバーするのは極めて困難であり、また

通常の技術協力の規模を超える部分（例：法制度の改善や執行、流通システム・販売ネットワ

ーク等）があることから、Seed Policy に基づいた種子産業の全体的な改善を図るためには JICA
支援によるプロジェクトとともにプロジェクトの外枠での DOA 側の積極的な役割分担が必要

であると考える。 
 
６－２ 各課題と協力の方向性 

６－２－１ 各課題 
（1）政策施行の推進のためのアクションプランの策定 

1996 年に策定された Seed Policy で記された政府の長期的方針として、種子認証制度の整

備、将来的な原種種子/標準種子生産の民間への移譲を進めることが示されているが、その

方針の推進役となる Seed Act の細則制定が未了であるため現在に至るまで実効性を伴った

十分な施行が行われていない。 
民間種子産業の健全な発展・成長の促進及び農民への裨益を考慮すれば、法制度の整備

及びその確実な施行は不可欠である。また Seed Policy に基づく種子生産に係る官民の役割

を、いつまでに（目標年次）、どのような段階を踏まえ、その過程でどのような体制を敷設

し、どのようなインプットをしていくのか、いまだ明確なレールが敷かれていないことが、

政策の実効性につながっていない主要因のひとつになっているものと思われる。 
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政府の方針を具現化していくアクションプラン策定への支援2を行うことが考えられる。

このマスタープラン策定には、民間を巻き込んだ形で DOA 内にタスクを組み、同省が主体

的にプランを策定すべきと考える3。タスクを組んで実施できる場合、わが方の協力として

プロジェクト専門家がタスクに参加し、アクションプラン策定への助言・提言などが可能

と思われる。

（2）政府機関の機能改善

育種、原々種種子の増殖、品種開発は政府機関である園芸作物研究開発研究所（HORDI）
及び作物研究開発研究所（FCRDI）が行っている。HORDI では過去に 21 作目 27 品種が開

発されており、技術的には一定水準にはあるものと推察する。しかしながら予算不足や研

究者不足、機材の老朽化等の問題を抱えている。研究分野については、インプットの問題

が主であり、スリランカ政府の自助努力で改善できる部分が多いと考えられるものの、将

来にわたり優良品種の開発及びリリースを続けるためには、種子の生産、認証、流通・販

売の各段階において今後、行政の機能が強化されなければならない。以下の観点を踏まえ

て、今後スリランカ政府がアクションプランを策定していく必要があると考える。

1）生産機能の強化

現在政府の原種種子、認証種子（標準種子）に係る生産・調整機能は SPMDC が担っ

ている。傘下の種子農場では JICA 帰国研修員が中核となり原種種子及び認証種子の生産

を行っているが、生産強化には灌漑施設の補強整備が必要であり、技術系職員の技術レ

ベルの向上も求められる。

2）認証制度のプロセス及び体制

優良種子が市場に出回るためには認証制度の有意性は高い。SCS による現行の認証手

順は国際基準に準拠しているものの、実施体制は人員の質・量とも脆弱である。ただし、

技術レベルを除けば DOA の予算・人員追加配置への自助努力で主たる問題は解決可能で

あると考えられる。また、更に行政側の種子認証に係る負担軽減、民間種子業界の成長

のためには、行政側による一定の審査を経ることを前提として、段階的に認証機能を民

間に移譲していくことも政府として検討されるべきと考える。

3）流通・販売体制

政府による種子販売は、生産・調整・供給拠点のある Kandy の種子販売所の体制は人

員・施設・品揃えは顧客へのニーズに十分対応可能なレベルにあるとみられたものの、

その他の地域の SCS 種子販売所、ASC 販売所は、政府認証種子の在庫不足、保冷機器の

未所有、種子/野菜市場情報の不足等、必ずしも顧客へのニーズに対応できていない。販

売所との取引方法も現金決済に限られ、デリバリー方法等にも苦情が寄せられていた。

将来的に政府機関による流通・販売について、現在のような自前の販売網を維持する

か、民間流通システムに融合していくか等、今後政府内で検討されるべきものと考える。

2 アクションプラン策定の是非、スリランカ政府が主体的にタスクを設立する意向あるや否や等については詳細計画策定調査
前に先方政府とのすり合わせ、同意が必要である。

3 仮にアクションプランを策定するとした場合、プラン策定にはかなりの期間を要すると思われることから、同プランの結果
を待ったうえでのプロジェクトの支援内容・規模の構築は現実的でないと考えられる。よって、スリランカ政府側への役割
分担を求めながら、かつ将来に向けた種子生産・供給システムを全体的に見すえつつ協力内容をより現実的に対応可能な範
囲に絞り込むことで、スリランカ側のサステナビリティ確保につながるよう仕向けていく必要がある。
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ただし、この分野にソフト面、ハード面両方の課題が大きく、改善にはかなりの長い年

月がかかると推測される。 
4）民間生産者との協働体制 

将来的に種子生産（原種種子、標準種子）を民間主導にもっていくためには民間との

連携・協調は不可欠である。政府の国家種子協議会（NSC）には民間種子生産者協会の

代表がメンバーになっているが、いまだ民意が十分反映されていないようである。また

それ以外の体制についても十分構築されているとはいい難く、民間種子の生産技術や品

質向上への政府イニシアティブによる協働体制が検討されるべきと考える。 
5）民間生産者、農家への啓発・広報   

政府側からの政府方針や法規定、政府種子生産・供給情報、市場情報等が積極的に民

間や農家に伝わっていないと推察される。このことから、将来の種子生産の民間移行体

制を考えるならば積極的情報発信の機会を設け、官民の情報共有体制を強化することが

将来に向けた官民連携体制を促進することになると考える。 
 

６－２－２ 協力の方向性（案） 
わが国による協力として、下記のような協力を行うことが案として考えられた。 

 
（1）研究機関への支援 

ここでの主たる課題は単にインプットの問題であり、スリランカ政府の自助努力で解決

できる/すべき事項と考えるため、詳細な記載は省く。 
 

（2）種子生産機能の強化 
・種子農場（Ambepussa 及び Kundasale 農場）における最小限度の灌漑施設の整備への協力

を行うことが考えられる。灌漑施設は、将来的に標準種子の生産が民間に移行した後で

も原種子の生産や各種技術研修のためにも必要である。また、その他の農場については、

更なる調査及び支援の必要性の検討が必要である。 
・種子農場の技術系職員の専門技術強化のための研修 
・農場施設及び技術職員を活用した SCS 農業指導員及び民間種子生産関係者（契約農家含

む）への研修と農場の研修所機能化 
・種子調整プロセス（選別、計量、パッキング、ラベリング）の合理化 
・バッファーストックの増強 

 
（3）認証制度のプロセス及び体制 

・SCS 技術系職員及び契約農家の野菜種子生産に係る技術（栽培・土壌・病理等）の向上

を図るための生産現場研修 
・認証制度・システム改善への支援 

 
（4）流通・販売体制 

政府の流通・販売体制は現状をみる限り技術面よりも、販売網・デリバリー方法・決済

方法といった体制上の問題が大きく、現行の供給体制を将来どういう方向にもっていくの
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か、それによってどのような改善を行っていくのかなど行政側の明確な指針とそれに基づ

くインプットが必要である。ただし、この課題に対しては民間と協働しながら DOA が主体

的に取り組む、スリランカの自助努力によって改善できる/すべき事項と考えられる。 
 

（5）民間生産者との協働体制 
本課題に対してもスリランカ政府が主体的にイニシアティブをとっていくことが不可欠

であるが、プロジェクトとしては民間技術者や契約生産農家を積極的に研修や訓練に参加

させる機会を提供していく（もしくは共同で企画・開催）ことで、本課題への支援が可能

と考える。 
 

（6）民間生産者、農家への啓発・広報 
政府レベルで行うべきものとプロジェクトレベルで行うことの仕分けが必要と思われる

が、プロジェクトとしてはさまざまな広報媒体、ツールの作成等を検討し実施する必要が

あろう。手法の検討・実施にあたっては民間との協働体制を構築して実施することも一案

である。 
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○
○

○
○
○

・
契
約
農
家
へ
の
技
術
支
援

・
民
間
技
術
者
の
技
術
改
善

・
契
約
農
民
の
技
術
改
善

・
人
材
不
足

４
圃
場

検
査

○
○
○

○
○

・
機
動
力
が
弱
い

・
人
材
不
足

・
技
術
改
善

×
△

△
△

・
人
材
が
い
な
い

５
種
子

調
整

○
○
○

○
・
採
種
農
場
の
機
材
不
足

○
○
○

○
○
○

・
施
設
不
足

・
人
材
不
足

６
種
子
検
査

○
○
○

○
・
資
機
材
不
足

・
技
術
改
善

×
△

△
△

・
施
設
不
足

・
人
材
が
い
な
い

７
原
種
種
子
販
売

○
○
○

△
・
販
売
網
が
な
い

×
×

×

８
標
準

種
子
販
売

○
○
○

△
・

A
SC

で
の
販
売

・
種
子
保
存
用
機
器
が
な
い

○
○
○

○
○
○

・
ラ
ベ
ル
添
付
に
時
間
が
か
か
る

注
：
○
：
実

施
 
△
：
一
部
実
施
 
×
：
未
実
施
 
 
○
、
△
の
数
は
、
量
・
頻
度
の
増
を
表
す

短
・
中

期
：

3～
4
年
か
ら

7～
8
年
 

 
中
・
長
期
：

7～
8
年
か
ら

15
年
 

３．野菜種子生産における官民の現状及び今後（案）
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４．野菜種子生産における各関係機関の関係の現状と今後

　　　　　

指示

種苗開発センター(SPMDC)
（原種採種計画策定） ③民間業者

（種子生産）
サンプル 原種子、資材 標準種子

 サンプル

SCPPC傘下

④種子認証サービス事務
SCS)(所

（圃場検査）

⑥種子検査室

SPMDC傘下
②③種子農場
(原種子増殖）
(標準種子生産）

⑤種子調整場
（調整）

未認証種子

及び認証種子

結果

①園芸作物研究開発研究所

HORDI)(

作物研究開発研究所(FCRDI)

サンプル

結果
結果植物遺伝資源

(PGRC)センター
（遺伝資源保存・

評価・配布）

契約農家

標準種子

原種子、

資材

契約農家

PGRC:無償資金協力・技術協力プロジェクト
赤字はJICAの過去の協力機関

SPMDC傘下

⑦⑧Vegetable Seed 

Center

（パッキング・配布・

保存） ⑧SPMDC傘下 種子販売所
農業開発局傘下 Agrarian 
Service Center(ASC)

民間業者
認証種子

野菜栽培農民

認証種子

認証種子原種種子
（採種用）

原種種子（採種

用種子配布）

作物研究開発研究所(FCRDI)

(新品種育成）

原原種種子

評価・配布）

素材配布
増殖用原

原種種子

新品種
認証種子（市場販売用）
原種種子
未認証種子（市場販売用）

①から⑧は、野菜種子生産における官民の現状及び今後の分野に対応

償資 技
HORDI:専門家
種子農場、SCS、 HORDI：国別研修
種子調整場：国別研修フォローアップ

（種子販売）

（種子検査）
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５．現地コンサルタント調査報告書
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